
【１-１０】

※　申請後は、いかなる理由があっても辞退の取消はできません。
※　転園の申込みの場合、次に入園する方が決まっているため、内定を辞退しても元の保育所等に戻る
　　ことはできません。

□　　　入園希望を継続する（内定辞退園除外）

※内定辞退した園を希望から除外し、今後の選考を継続します。

※希望園を変更したい場合は、別途「保育所等入所希望変更届」の提出が必要です。

□　　申込みを取下げる

1511

下記の理由により

　なお、保育の利用申込書を取下げ　　　〔　　　します　　・　　しません　　　〕

※　一度入所を辞退した施設には、同じ年度内は入所希望できません。

　　　辞退後の申込みについて（該当欄に☑してください）

町 田 市 保 育 所 等 入 所  辞 退 届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　　　　月　　　　　日

町田市福祉事務所長 様

保護者氏名：

児童氏名：

住所：町田市　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

辞退理由 のため

年　　　　　　月　　　　　　日

保育所等名： の入所を辞退します。

生年月日：


